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　前々回は「管理職をめざす層の課題」
として右記の2点を取り上げましたが、
今回は、それらへの「対応の方向性」を
考えます。

ཧ৬ʹνϟϨϯδͰ͖Δྗの։ൃɺΩϟϦΞύεのඋΛ
　上記①に関しては、組合員一人ひとりが主体的・自律的なキャリア形成をはかる中で、キャ
リアの選択肢の一つとして管理職をめざせるよう、環境を整備することが重要です。
　今後は、以下のような視点から、管理職へのチャレンジを一層後押しする必要があると考え
ます。

ཧ৬ͱͯ͠働͘こͱへのෆ҆のղফɺັ ྗのपɾཧղਁಁΛ
　②に関しては、管理職をめざしたいが躊躇している組合員に、管理職として働くことをより
前向きに捉えられるよう環境を整備することが重要です。また、管理職として働くことやプロ
フェッショナル性を発揮して働くことなど、各々のキャリアパスが持つ魅力・やりがいを理解し
た上でキャリアを選択できるようにすることが重要です。
　今後は、前回指摘した「管理職のさらなる役割発揮」を後押しする取組みや、前述した「管理

職へのチャレンジを後押しする取組み」とあわせ、以下のような視点から、不安の軽減や、管理
職の魅力の周知・理解浸透を継続的にはかる必要があると考えます。

　私たち生保労連は、以上のような取組みを労使連携して行うことで、管理職・組合員・職場・
会社のいずれにとってもプラスとなる「好循環の実現」をめざします。

　最終回となる今回は、より多くの組合員が管理職をめざせる環境整備に向けた「対応の方向性」について、みなさんと理解を深めたいと思います。

　「2021年度 管理職研究」のポイントを5回にわたり連載してきました。生保労連としては、これら
の考え方に基づき、組合員のみなさんが、より確かな将来展望をもてる職場環境の整備に向けて、各
組合とともに一層取り組んでいきたいと考えています。

 「2021年度 管理職研究」のポイント 

管理職をめぐる諸課題にどのように対応するか②
～より多くの組合員が管理職をめざせる環境を整備するために～

5回連載・ 終回最

　■管理職をめざす層の課題

①管理職へのキャリアパスが不明確
②�管理職として働くことへの不安が大きい、魅力が伝わ
っていない

　■具体的な取組みの視点

● 管理職として働くことも意識できるようにするための環境整備、組合員からの相談に対応できる体制
づくり

● 管理職に必要な知識・スキルの習得、リーダーとしての経験や後輩指導機会の付与
● 誰もが管理職にチャレンジできる職場風土の醸成
● 一般職・旧一般職の管理職へのキャリアパスの整備、より多くの女性が管理職をめざせる環境整備

　■具体的な取組みの視点

● 直属の上司などによる不安の理由の把握、管理職に対する各種の支援策の伝達
● 直属の上司などによる面談や日々のコミュニケーションを通じた管理職の魅力・やりがいの伝達

 くらしと生命保険を語る会・生保労連の政策を語る会

支援議員の先生方から力強いメッセージをいただきました！

令和5年度税制改正が実質的に決着！

～埼玉地区（10/31）・東京地区（12/5）・三重地区（12/12）・佐賀地区（12/16）で開催～

～生命保険料控除制度は現行維持、特別法人税の課税停止措置は3年延長～

　生保労連では、生保関連税制の充実や、郵政民営化問題、銀行窓販問題などの産業政策諸課題の解決に向けた取組みを効果的に進めるため、日頃より私たちの政策にご理解・ご協力いた
だいている支援議員との連携強化に努めています。その取組みの一環として、支援議員の地元にて、組合員のみなさんとの相互理解を深めるために、支援議員の先生を囲んでの「くらしと生
命保険を語る会(約50名規模)」「生保労連の政策を語る会（約20名規模）」を開催しています。
　今回は、10月末以降に開催した埼玉（大宮・桶川）地区の枝野幸男先生と大島敦先生、東京地区の海江田万里先生、三重地区の岡田克也先生、佐賀地区の大串博志先生からのメッセージと、
当日寄せられたご意見・ご質問を紹介します。ご参加をいただいた組合員のみなさん、ありがとうございました。

 　令和5年度税制改正については、与党「令和5年度税制改正大綱」が昨年12月16日に取り
まとめられ、実質的な決着がはかられました（同月23日閣議決定）。
　生保労連の重点要望項目である「生命保険料控除制度の拡充」は実現しませんでしたが、
国の財政状況が厳しい中で現行制度が存置されたことは、次年度以降の取組みにつながるも
のと考えています。
　また、同じく重点要望項目に掲げた「企業年金制度等の積立金に係る特別法人税の撤廃」も
実現されませんでしたが、課税停止措置の3年間の延長がはかられたことは、私たちの要望
が一定考慮されたものと考えています。
　なお、金融庁や立憲民主党の要望には、「生命保険料控除制度の拡充」をはじめとする生保
労連の要望が盛り込まれたことから、国政・行政内での理解は一定程度進んだものと捉えて
います。
　生保労連では引き続き、本大綱を踏まえ、生命保険関連税制の充実に向けて取り組んでま
いりますので、みなさんのご理解・ご協力をお願いします。

　■私たちがめざす姿

10/31 埼玉（大宮・桶川）地区「くらしと生命保険を語る会」
【枝野幸男先生】
　3年ぶりに「語る会」を開催していただき、みなさんとお会いで
きて嬉しく思う。社会保障財政が厳しい中、生命保険は国民の
経済的な部分を補完しており、今後は特に医療・介護の分野で
その重要性が更に高まるのではないかと思う。

【大島敦先生】
　生保会社の営業職員として働いていたことがあり、生保労連
の支援議員として活動できることを光栄に思う。お客さまの人生
に寄り添う営業職員のみなさんの後押しになるよう、生保関連税
制の拡充に取り組んでいきたい。　
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12/16 佐賀地区「生保労連の政策を語る会」
【大串博志先生】
　財務省の出身で銀行の監督業務などに携わってきたが、銀行
窓販については未だに圧力販売や顧客データの流用などが行わ
れていることに大きな課題認識を持っている。組合員のみなさ
んから寄せられた現場の声を力にして、公平・公正な競争条件
の確保に取り組んでいきたい。
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12/5 東京地区「くらしと生命保険を語る会」
【海江田万里先生】
　過去には生命保険料控除の廃止について議論されたこともあ
ったが、生保労連の支援議員として存続に向けた働きかけを行
い、現行の制度がスタートした。若年層の世帯加入率が低下す
る中、生命保険料控除は国民の自助努力を促す上で不可欠な制
度だと考えている。
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12/12 三重地区「くらしと生命保険を語る会」
【岡田克也先生】
　コロナ禍が長期化し、生保労連の組合員のみなさんも大変な
思いで活動されていたのではないかと思う。
　生命保険料控除をはじめとする税制上の支援は政治が果たす
べき責任であり、国民の生活を守るためにも、生保労連と連携し
て拡充に取り組んでいきたい。
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【組合員のみなさんから寄せられたご意見・ご質問】
●生命保険はニーズが潜在化しやすく、必要な保障を提案する上で生保関連税制が大きな後押しと

なることから、引き続きの取組みをお願いしたい
●お客さまから、銀行で退職金が入った際に保険を勧められたなどの相談を受けることが多い。弊

害防止措置の実効性をもっと高めるべきではないか
●産業政策課題について理解できた。こうした機会を増やしてもらいたい  　　　　　　　　  など

＜参考＞生保労連の重点要望項目
◎生命保険料控除制度の拡充

国民一人ひとりの将来に向けた自助努力を支援・促進するため、生命保険料控除制度に
ついて、今後の社会保障制度の見直しに応じ現行制度を拡充すること

　－所得税法上および地方税法上の生命・介護医療・個人年金の各保険料控除の最高限
度額を少なくとも5万円および3.5万円とすること。また、所得税法上の保険料控除の
合計適用限度額を少なくとも15万円とすること

◎企業年金制度等の積立金に係る特別法人税の撤廃
公的年金制度を補完する企業年金制度（確定給付企業年金制度、厚生年金基金制度）お
よび確定拠出年金制度等の積立金に係る特別法人税を撤廃すること

※その他の要望項目等に関しては、生保労連ホームページ（http://www.liu.or.jp/outline/tax.html）をご覧く
ださい。




